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　本計画を推進するにあたっては、国・埼玉県の動向を踏まえるとともに、本市の実態を勘案し取り組みます。本
計画は、家庭教育から生涯学習まで含むものであり、社会全体で教育の意義を理解し、それぞれの役割を果たし
ながら進めていくことが必要です。このため、教育に関わる多様な主体と連携しながら、教育の振興を図ります。

（１）市民との協働
　本計画の基本理念を実現するには、市民との協働による教育施策の推進が重要です。本市では、生涯学
習分野だけでなく学校教育分野でも市民の参画・協働が進められています。今後も市民の理解と協力を得ら
れるよう施策の内容、実施方法等に関する情報提供や、市民の教育活動・学習の支援に努めていきます。
　市民のニーズ把握にあたっては、多様な世代・立場からの意見を取り入れられるよう広聴の場の工夫に努
めます。

（２）関係機関との協働
　計画の着実な推進のため、教育委員会を中心に、子育て、福祉など様々な分野を所管する関係部署との
連携を図ります。また、学校や各種団体、企業、ボランティアなど教育に関係する団体・機関と協働し、多
様な教育資源を確保しながら事業に取り組みます。

　第３期白岡市教育振興基本計画を着実に推進するために、各施策の取組状況を定期的に点検・評価し、本計
画の見直しを行うなど、その時の社会状況に応じた計画の実行に努めます。
　計画の進行管理にあたっては、第６次白岡市総合振興計画と連動させながら行います。また、点検にあたって
は、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に基づき、毎年度実施する「事務の管理及び執行の状況の点
検・評価」を活用し、その結果を「白岡市教育委員会の点検・評価報告書」として公表します。

計画の推進の体制

計画の点検・評価
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　現在、我が国では、少子高齢化による人口構成の変化やグローバル化、技術革新の急速な進展により、価値観
や働き方などのライフスタイルが多様化し、人々の生活に影響が表れてくると予想されています。一方で経済・雇
用の格差、男女共同参画の推進などの課題は依然として存在し、子ども・若者をめぐる課題としては、いじめや虐
待、自殺者の増加、子どもの貧困などが挙げられます。
　このような状況の中、一人一人が変化の激しい時代を生き抜き、豊かな人生を送るうえで、教育に求められる役
割は大きくなっているため、社会全体での教育振興が不可欠です。
　本市では、これまでも教育をめぐる社会状況の変化を踏まえ、平成２４年に白岡市教育振興基本計画を、平成
29年に第２期白岡市教育振興基本計画を策定し、教育の充実と向上に取り組んできました。この度、令和３年度
末をもって第２期白岡市教育振興基本計画が計画期間満了を迎えるため、第３期白岡市教育振興基本計画を策定
します。
　第３期白岡市教育振興基本計画を策定するにあたっては、国の第３期教育振興基本計画、埼玉県の第３期埼玉
県教育振興基本計画等を踏まえつつ、上位計画である第６次白岡市総合振興計画との整合を図ります。また、市
民一人一人、地域、学校、行政などすべての主体が本市における教育の理念・目標を共有し、生涯にわたり文化・芸
術・スポーツに親しみ、豊かな文化を育むまちづくりのための取組を進めます。

　教育振興基本計画は、教育基本法第１７条第２項の規定に基づき定める、教育振興のための施策に関する基本
的な計画であり、地方公共団体は定めるよう努めなければならないとされています。
　第３期白岡市教育振興基本計画は、第６次白岡市総合振興計画の教育行政分野の個別計画として、第６次白
岡市総合振興計画と整合を図りながら具体的な施策や取組を定めます。

計画の策定趣旨

計画の位置付け

　第６次白岡市総合振興計画の前期基本計画の計画期間が５か年であることを踏まえ、第３期白岡市教育振興基
本計画についても、第６次白岡市総合振興計画の前期５か年にあたる令和４年度から令和８年度までを計画期間
とします。

　これまでも、白岡市教育振興基本計画では、第１期、第２期と通じて「学び楽しむまちづくり」を基本理念と
し、生涯学習社会の実現と特色ある地域文化の継承を目指してきました。本計画においても社会状況等の変化
から、生涯にわたる学びの重要性が一層高まっていることを踏まえ、この基本理念を継承し、市民一人一人が生涯
にわたり様々な機会と場所で学び楽しむことができるまちを目指します。また、超スマート社会（Society５.０）
に向けた技術革新や人生１００年時代の到来などにより大きな社会変化が見込まれることを踏まえ、これからの
社会をより豊かに生きていくことを目指し、第３期白岡市教育振興基本計画では「学び楽しむまちづくり～次代
を担う人と豊かな文化を育む～」を基本理念とします。 

計画の期間

基本理念

学び楽しむまちづくり
～次代を担う人と豊かな文化を育む～

・教育基本法
・（国）第3期教育振興基本計画
・第3期埼玉県教育振興基本計画

参酌

推進

白岡市教育行政の重点施策（各年度）

白岡市子ども読書活動推進計画

白岡市文化財保存活用地域計画

第3期白岡市教育振興基本計画
（令和4年度～令和8年度）

第6次白岡市総合振興計画（令和4年度～令和13年度）
みんなでつくる　自然と利便性の調和したまち　しらおか
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施策体系

１ 家庭・地域の教育力の向上

施策目標 施策項目 施策の方向基本理念

学
び
楽
し
む
ま
ち
づ
く
り
　〜
次
代
を
担
う
人
と
豊
か
な
文
化
を
育
む
〜

（1）

（2）

（1）

家庭教育活動の充実 ①親力の育成　 ②家庭教育活動における指導者育成

①確かな学力の育成 ②社会変化へ対応する力の育成

①教職員の資質・能力の向上 ②教職員の働き方改革の推進

①家庭・地域・学校の連携・協働 ②ふるさと意識の醸成

①教育環境の整備・充実 ②安全安心の確保

①人権教育推進体制の充  実 ②啓発活動の充実

①文化・芸術に触れる機 会の充実 ②市民の文化・芸術活動の支援

①体験活動の推進と豊かな心の育成

④心身の健康の保持増進

②命を大切にする教育の推進 ③いじめ防止対策の推進

①特別支援教育の充実

④経済的支援

②不登校児童生徒への支援 ③外国人児童生徒・帰国児童生徒への支援

①生涯学習活動の推進

④子どもの読書活動の推 進

②生涯学習施設・設備の充実

⑤枠組みを超えた生涯学習活動の連携強化

③図書館機能の充実

①文化財の総合的把握の 促進

④市民との連携・協働による歴史文化の保存・活用

②歴史文化の保存と継承 ③歴史文化の情報発信・普及活用の充実

①生涯スポーツの普及・推進 ②スポーツ指導者の育成 ③スポーツ施設・設備の充実

①体験的な学習機会・活 動の充実　 ③地域の子育て支援活動の促進②放課後や週末などの子どもたちの
　居場所づくりの推進

（2）豊かな心、健やかな体の育成

（2）人権教育の推進

（3）教職員の資質・能力の向上

（3）文化・芸術活動の促進

（5）生涯スポーツの普及・推進

（6）多様なニーズに応える教育活動

（4）家庭・地域・学校が一体となった子どもの育成

（4）郷土の文化財に親しみ、理解し、市民の力で守り伝える活動の推進

（5）児童生徒が安心して通うことができる教育環境の整備

家庭・地域・学校と連携して
子どもたちを育てる取組の推進

これからの時代に求められる
資質・能力の育成

（1）市民ニーズに応じた学習メニューの提供や図書館機能の充実

２ 学校教育の充実

３ 社会教育の充実
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　家庭・地域・学校・行政が相互に連携したまちぐるみでの子育て環境を促進することで、親子や地域の絆づくり
を推進し、家庭・地域の教育力が高いまちの実現を目指します。

家庭・地域の教育力の向上施策目標1 成果指標
単位

人

人

人

人

校

％

％

％

％

％

％

％

件

事業

１，１５５ ※１

３６

２３９，９８７ ※１

７３，８１２ ※１

 ※１ 令和元年度の実績に基づいています。　　　　　　　 ※2 令和２年度の実績に基づいています。 

１

99 ※１

66

２８．６ ※2

正答率：６３．６ ※2
（埼玉県平均+２．３）
伸び率：６０％以上 ※2

小学校：８４．３ ※１
中学校：８１．９ ※１

20

42
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１０

２，０００

70

２５０，０００

８０，０００

3
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70

２９．５

正答率：埼玉県
平均＋３．０

伸び率：７０％以上

小学校：８６．３
中学校：８３．９
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指標名

施
策
目
標
１

施
策
目
標
２

施
策
目
標
３

現状値
（令和３年度）

目標値
（令和８年度）

施策項目

（１）家庭教育活動の充実 ● 家庭教育学級、家庭教育学級合同講座、「親の学習」講座の充実
● 家庭教育学級、「親の学習」講座への家庭教育アドバイザーの派遣

● 田んぼの学校の開催　　● 放課後子ども教室の充実・拡大
● 子育て・家庭教育に関わる団体（組織）との連携・協力

（２）家庭・地域・学校と連携して
子どもたちを育てる取組の推進

主な取組例（一部抜粋）

施策項目

（１）これからの時代に求められる
資質・能力の育成

● 少人数指導の充実　　● 教育補助員、ＩＣＴ支援員の活用・拡充
● 情報モラル教育、情報活用能力の育成

● 保育所や高齢者福祉施設等地域との交流　　● 教育相談の充実
● いじめ防止基本方針の推進　　● ヤングケアラーの周知・支援

● 年次別研修による指導力向上　　● 理科支援員、学校図書館支援員の配置

（２）豊かな心、健やかな体の育成

● 特別支援学級の整備　　● 教育支援センターの充実
● 児童生徒の日本語指導の補助　　● 就学援助制度（6）多様なニーズに応える教育活動

● 学校運営協議会の設置と充実
● 小学校社会科副読本「しらおか」の活用

（4）家庭・地域・学校が一体となった
子どもの育成

● 小・中学校施設の計画的な改修などを実施
● 各校での危機管理マニュアルの見直し

（5）児童生徒が安心して通うことが
できる教育環境の整備

（3）教職員の資質・能力の向上

主な取組例（一部抜粋）

施策項目

（１）市民ニーズに応じた学習メニューの
提供や図書館機能の充実

● ペアーズ！しらおかの拡充　　● 生涯学習センター、中央公民館の適正な維持管理
● 図書館資料、設備を活用した多種多様な学びの機会の提供
● 白岡市子ども読書活動推進計画の推進

● 市民協働での調査活動やワークショップの促進
● 白岡市文化財保存活用地域計画に関する理解の促進
● 歴史資料展示室事業の充実　● 市民や地域団体の提案による文化財保護の取組の促進

● スポーツ教室（ニュースポーツを含む）の実施
● 社会体育団体指導者等研修会の実施
● スポーツ施設・設備の適正な維持管理

● 白岡市人権教育推進協議会研修会の開催　● “じんけん”ふれあいコンサートの開催

● 文化講演会の開催　● ランチタイムコンサートの開催　● 社会教育団体との連携・協力

（5）生涯スポーツの普及・推進

（4）郷土の文化財に親しみ、理解し、
市民の力で守り伝える活動の推進

（2）人権教育の推進

（3）文化・芸術活動の促進

主な取組例（一部抜粋）

　充実した学習環境の下、主体的に社会に関わり、未来を切り開いていく生きる力を身につけ、社会の持続可能な
発展を担うことができる子どもが育つまちの実現を目指します。

学校教育の充実施策目標2

　社会教育に関わる環境整備や情報を発信し、市民が生涯にわたり、文化・芸術・スポーツに親しみ、豊かな文化
を享受できるまちの実現を目指します。

社会教育の充実施策目標3

家庭教育学級合同講座及び各小・中学校家庭
教育学級の参加者数
…家庭教育学級合同講座及び各小・中学校家庭教育
　学級に参加した保護者数

家庭教育学級合同講座、各小・中学校家庭教育
学級及び「親の学習」講座の参加者の満足度
…アンケートで講座の満足度について「参考になった」
　「少し参考になった」と回答した参加者の割合

体験・交流型事業数
…年間の市が行う体験・交流型事業数

学校教育に対する満足度
…学校保護者アンケート調査で学校教育全体に「満足」
　「やや満足」と回答した市民の割合

埼玉県学力・学習状況調査における正答率・伸び率
…埼玉県学力・学習状況調査の正答率及び学力が
　伸びた児童生徒の割合

新体力テスト結果における埼玉県目標値の達成割合
…新体力テストの５段階評価のうち、上位３段階に占める
　児童生徒の割合

放課後子ども教室の実施校数
…放課後子ども教室を実施している学校数

放課後子ども教室の参加者数
…放課後子ども教室に参加した児童数

生涯学習施設の利用者数
…生涯学習施設の年間利用者数

子育てや子どもの教育は家庭や学校だけでは
なく、地域でも行うものだと考える市民の割合
…市民意識調査で「子育てや子どもの教育は家庭や学
校だけでなく、地域でも行うものだと思うか」につい
て「そう思う」「ややそう思う」と回答した市民の割合

生涯にわたって学習できる環境が充実していると
感じる市民の割合
…市民意識調査で「白岡市は、生涯にわたって学習で
きる環境が充実していると思うか」について「そう思
う」「ややそう思う」と回答した市民の割合

白岡遺産の認定件数
…「白岡遺産保存活用市民会議」による調査・協議、市教
育委員会の認定を受けた文化財の数

スポーツを週１回以上行う市民の割合
…市民意識調査で「運動やスポーツを週1回以上行って
いる」と回答した市民の割合

Ｂ＆Ｇ海洋センターの利用者数
…B&G海洋センターの年間利用者数
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　家庭・地域・学校・行政が相互に連携したまちぐるみでの子育て環境を促進することで、親子や地域の絆づくり
を推進し、家庭・地域の教育力が高いまちの実現を目指します。

家庭・地域の教育力の向上施策目標1 成果指標
単位

人

人

人

人

校

％

％

％

％

％

％

％

件

事業

１，１５５ ※１

３６

２３９，９８７ ※１

７３，８１２ ※１

 ※１ 令和元年度の実績に基づいています。　　　　　　　 ※2 令和２年度の実績に基づいています。 

１

99 ※１

66

２８．６ ※2

正答率：６３．６ ※2
（埼玉県平均+２．３）
伸び率：６０％以上 ※2

小学校：８４．３ ※１
中学校：８１．９ ※１

20

42

６

１０

２，０００

70

２５０，０００

８０，０００

3

100

70

２９．５

正答率：埼玉県
平均＋３．０

伸び率：７０％以上

小学校：８６．３
中学校：８３．９
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● 市民協働での調査活動やワークショップの促進
● 白岡市文化財保存活用地域計画に関する理解の促進
● 歴史資料展示室事業の充実　● 市民や地域団体の提案による文化財保護の取組の促進

● スポーツ教室（ニュースポーツを含む）の実施
● 社会体育団体指導者等研修会の実施
● スポーツ施設・設備の適正な維持管理

● 白岡市人権教育推進協議会研修会の開催　● “じんけん”ふれあいコンサートの開催

● 文化講演会の開催　● ランチタイムコンサートの開催　● 社会教育団体との連携・協力
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市民の力で守り伝える活動の推進

（2）人権教育の推進
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　充実した学習環境の下、主体的に社会に関わり、未来を切り開いていく生きる力を身につけ、社会の持続可能な
発展を担うことができる子どもが育つまちの実現を目指します。

学校教育の充実施策目標2
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なく、地域でも行うものだと考える市民の割合
…市民意識調査で「子育てや子どもの教育は家庭や学
校だけでなく、地域でも行うものだと思うか」につい
て「そう思う」「ややそう思う」と回答した市民の割合

生涯にわたって学習できる環境が充実していると
感じる市民の割合
…市民意識調査で「白岡市は、生涯にわたって学習で
きる環境が充実していると思うか」について「そう思
う」「ややそう思う」と回答した市民の割合
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育委員会の認定を受けた文化財の数

スポーツを週１回以上行う市民の割合
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Ｂ＆Ｇ海洋センターの利用者数
…B&G海洋センターの年間利用者数

5 6



第３期白岡市教育振興基本計画
発行年月／令和４年２月
発行編集／白岡市教育委員会
住　　所／埼玉県白岡市千駄野４３２番地
電　　話／０４８０（９２）１１１１（代）

　本計画を推進するにあたっては、国・埼玉県の動向を踏まえるとともに、本市の実態を勘案し取り組みます。本
計画は、家庭教育から生涯学習まで含むものであり、社会全体で教育の意義を理解し、それぞれの役割を果たし
ながら進めていくことが必要です。このため、教育に関わる多様な主体と連携しながら、教育の振興を図ります。

（１）市民との協働
　本計画の基本理念を実現するには、市民との協働による教育施策の推進が重要です。本市では、生涯学
習分野だけでなく学校教育分野でも市民の参画・協働が進められています。今後も市民の理解と協力を得ら
れるよう施策の内容、実施方法等に関する情報提供や、市民の教育活動・学習の支援に努めていきます。
　市民のニーズ把握にあたっては、多様な世代・立場からの意見を取り入れられるよう広聴の場の工夫に努
めます。

（２）関係機関との協働
　計画の着実な推進のため、教育委員会を中心に、子育て、福祉など様々な分野を所管する関係部署との
連携を図ります。また、学校や各種団体、企業、ボランティアなど教育に関係する団体・機関と協働し、多
様な教育資源を確保しながら事業に取り組みます。

　第３期白岡市教育振興基本計画を着実に推進するために、各施策の取組状況を定期的に点検・評価し、本計
画の見直しを行うなど、その時の社会状況に応じた計画の実行に努めます。
　計画の進行管理にあたっては、第６次白岡市総合振興計画と連動させながら行います。また、点検にあたって
は、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に基づき、毎年度実施する「事務の管理及び執行の状況の点
検・評価」を活用し、その結果を「白岡市教育委員会の点検・評価報告書」として公表します。

計画の推進の体制

計画の点検・評価
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